
 

 

- １ -

裁判員経験者意見交換会議事録 

１ 日時 平成２８年１０月２６日（水）午後３時から午後５時まで 

２ 場所 宇都宮地方裁判所裁判員候補者待機室 

３ 参加者 

  参列者 菅 野 雅 之（宇都宮地方裁判所長） 

  司会者 二 宮 信 吾（宇都宮地方裁判所刑事部総括判事） 

  裁判官 佐 藤   基（宇都宮地方裁判所刑事部） 

  検察官 三田村  朝  子（宇都宮地方検察庁検事） 

  弁護士 梅 山 哲 也（栃木県弁護士会所属） 

  裁判員経験者 

   １番 男性（平成 27 年 10 月に爆発物取締罰則違反等被告事件に関与） 

   ２番 男性（平成 27 年 10 月に爆発物取締罰則違反等被告事件に関与） 

   ３番 男性（平成 27 年 11 月に殺人等被告事件に関与） 

   ４番 男性（平成 27 年 12 月に強盗殺人等被告事件に関与） 

   ５番 女性（平成 28 年 1 月に住居侵入，強盗致傷被告事件に関与） 

   ６番 女性（平成 28 年 2 月に殺人等被告事件に関与） 

   ７番 男性（平成 28 年 4 月に現住建造物等放火被告事件に関与） 

   ８番 男性（平成 28 年 5 月に傷害致死被告事件に関与） 

４ 議事要旨 

別紙記載のとおり 

以 上 
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（別紙） 

司会者 

 では，裁判員経験者意見交換会を始めたいと思います。まず最初に，宇都宮地方

裁判所長の菅野が御挨拶を申し上げます。 

参列者（所長） 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして，まことにありがとうございます。た

だいま紹介のありました宇都宮地裁所長の菅野でございます。 

平成２１年５月にこの裁判員制度が始まってからことしの５月で丸７年がたって

いるということで，今もう１０月も末ですから，７年半ぐらいという状況でござい

ます。当地方裁判所でも多くの裁判員あるいは補充裁判員の方々に御参加いただき

まして裁判員裁判を実施してまいりました。本日御出席いただいた皆様方を初めと

いたしまして，県民の皆様の貴重な御協力のおかげでさまざまな事件についておお

むね順調に裁判を進めることができたのではないかというふうに思っております。

 本日はこのような意見交換会を開催させていただきましたが，その趣旨は，皆様

のお声を国民の方々にお伝えすることで広く国民の皆様が安心して裁判員制度に参

加できるようにするとともに，裁判所，検察庁，弁護士会の法曹３者の今後の裁判

員裁判の運用の参考とさせていただいて，よりよいものにしていきたいということ

でございます。御出席いただいた８名の裁判員経験者の方々には，裁判員を経験さ

れてからしばらく時間がたったこの時点で改めて当時の御経験を振り返っていただ

き，率直な御意見や御感想，また特に厳しい御意見もございましたら，ぜひ御遠慮

なくお聞かせいただきたいと思っておりますので，どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

司会者 

 改めまして，今回司会を務めさせていただきます宇都宮地方裁判所刑事部の二宮

と申します。どうかよろしくお願いいたします。 

この宇都宮では，裁判員裁判を担当する裁判長が２人おります。そのうちの１人
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ということになります。今回の意見交換会の趣旨は，今所長が申しましたとおりで

ございます。皆様方の忌憚のない御意見を伺えればと思っておりますので，よろし

くお願いいたします。 

まず，出席者の方の自己紹介をお願いしたいと思っております。まず最初に，裁

判所のほうからお願いいたします。 

裁判官 

 皆さん，初めまして。佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。裁判

官をしております。 

この４月に宇都宮に参りまして，裁判員裁判３件やらせていただいております。

今日の趣旨にありますように日々私どもは十分に皆様に証拠等を御理解いただいて，

十二分に評議で御意見をおっしゃっていただきたいと思って努力しております。こ

のような機会がありますと，皆様の忌憚のない御意見を聞かせていただくことがで

きますので，今後の審理等に非常に役に立たせていただくことができます。本当に

この機会に，皆さんに来ていただきましてどうもありがとうございました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

司会者 

 では，検察官，お願いいたします。 

検察官 

 宇都宮地検の検事の三田村でございます。 

私は，昨年，平成２７年の４月から宇都宮地検で仕事をしておりまして，２年と

も主に裁判員裁判を担当しております。ですので，本日出席いただいている裁判員

経験者の方が参加してくださった裁判も私が担当したものが多く含まれていると思

います。 

我々検察官，弁護人もそうだと思いますが，検察官にとりましては裁判員経験者

の方の感想や御意見を直接伺えるというのはこの機会ぐらいしか恐らく現状ではな

いというふうに認識しておりますので，私にとっては耳の痛い話も今日もしかした
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ら出るかもしれませんが，それを参考にしながらまた今後よりよい活動につなげて

いきたいなと思っておりますので，忌憚のない御意見や御感想を聞かせていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

司会者 

 梅山弁護士，お願いいたします。 

弁護士 

 栃木県弁護士会所属の弁護士の梅山と申します。 

私は，裁判員裁判を何件か経験させていただいておりますけど，今日いらしてい

ただいた方の中には特段私が担当した事件はございませんけれども，先ほど検察官

が述べられましたとおり，我々も裁判員の方の声を直接聞くという機会はなかなか

ございませんので，今日忌憚のない御意見をいただきまして，弁護士会のほうに持

ち帰って弁護活動の向上に努めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

司会者 

 これからの進行を簡単に御説明いたします。 

まず最初に，各経験者の方々が担当された事件の内容を紹介するとともに，その

後に経験者の方から全体的な感想みたいなものを一言お伺いしたいと思っておりま

す。その後，手続の流れに従いまして具体的な話題事項について少しお話を聞いて

いきたいと思っております。当然その中ではまた出席者の方々にも御発言，質問と

か御意見とかを伺うということもあるかと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。終了時刻としては大体５時ちょっと前，大体４時５０分ぐらいをめどにしてお

りますので，御協力のほうよろしくお願いいたします。では，進めさせていただき

たいと思います。 

では最初に，申しわけありませんけれども，経験者の方々は机上の番号で呼ばせ

ていただくということにしておりますので，よろしくお願いいたします。 

まず，１番さんと２番さん，同じ事件を担当しておりました。これは，鉄道の軌

道敷地内に爆発物のようなものを置いて，そこで鉄道の運行を妨害したと，そこに
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伴って警察官なども出てきたということであります。そういうことで威力業務妨害

とか，そのほかにもまた車のフロントガラスの破壊とかということでいろいろあり

まして，器物損壊，脅迫，それから爆発物取締罰則違反という，そういう事件を担

当された２人でございます。では，１番さんから簡単な感想のほうをお願いいたし

ます。 

１番 

 私は，爆発物という事件で，殺人等ですと証拠とかちょっと見るのも怖くなって

しまうようなものがあると正直不安になってしまうところはあったんですけど，事

件として，こういう言い方してはあれですけど，比較的軽いような事件で，正直ほ

っとした部分は１つありました。あと，期間も６日間と想定していたよりは短かっ

たので，私生活に対する支障も余りなかったので，そういった部分は非常によかっ

たと考えました。 

司会者 

 では，２番さん，お願いいたします。 

２番 

 私は，今から２年前の平成２６年１１月に裁判員候補者名簿記載の通知がありま

した。忙しい時期は２か月ぐらい辞退したいということで調査票の回答をして，そ

のとき何となく自分が裁判員を務めることになるのかなというような変な予感があ

ったんですけれども，通知がしばらく来ないなと思っていたんですけど，昨年１０

月の裁判員等選任手続期日ですか，こちらに呼ばれまして，パソコン抽選で見事裁

判員に選任されたという経過がございます。 

私のときに，１番さんもあれなんですけども，裁判員６人と補充裁判員２人，た

またまだという話なんですけど，男女が同数だったんです。年齢構成も２０代から

６０代ぐらいで結構バランスがよくとれていたというふうに思いました。選任の日

から５日後に合計５日間にわたる公判，評議が始まったわけなんですけど，車の運

転とか体調管理，こちらも十分気を使わざるを得なかったんですけど，間にちょう
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ど土日とか，あと祝日，これもあったんで，少し余裕を持つことができました。あ

と，裁判員の全体の流れなんですけど，事前にパンフレットなんかも配付されてい

たんで，一通り目は通したんですけども，実際にどういうものかというのがわかん

ないで非常に不安でした。 

担当した事件については，先ほど御紹介があってあれなんですけれども，もう一

つ手製爆発物，これをつくって使用した事件ということで，これ以外にも威力業務

妨害とか脅迫などが，そういった併合罪が含まれていた事件です。裁判官３人つい

ていただきましたので，サポートもあって，評議では裁判員のいろんな立場から積

極的に発言がありました。また，何となく連帯感というんですかね，これが熟成さ

れまして，判決宣告直後の記者クラブ主催の記者会見，これもあったんですけど，

ごく自然な流れで全員参加というようなことになりました。私にとっては貴重な経

験であったとともに，何よりも裁判員として責務を果たすことができたのかなとい

うことで，こうした経験が自分の人生の中で一つの大きな実績として位置づけられ

ていると思います。以上です。 

司会者 

日程の関係ちょっと言い漏らしましたけど，先ほどありましたけれども，去年の

１０月２３日に選任されて，その翌週の２８日から審理が始まって，判決が１１月

の４日ということで，土日とか祝日を挟んでいたということでございます。 

続きまして，３番さんの事件を紹介したいと思います。事件としては，無差別殺

人ということで，人のお宅のチャイムを鳴らして，人が出てくれば殺害するという

事件でございました。これについては，責任能力とかも争われていたというもので

ございます。日程としては，１１月１３日に選任されて，翌週の１１月１７日から

審理が始まって，２７日に判決が下されたということになっております。３番さん，

よろしくお願いいたします。 

３番 

 私は，最初に裁判員に選ばれて，自分に本当に務まるのかなというのがとても不
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安でした。ちょっとそれちゃうかもしれないですけど，もし遅刻しちゃったらとか，

居眠りしちゃったらとか，そんなことばかり考えてしまって，実際はそんな余裕は

なかったんですけど，そんな感じでした。それで，人を裁くという責任の重さを感

じました。そして，裁判の流れ等が今までどういうものかというのは全然わからな

かったんですけど，自分で体験してみて，ああ，こういうものなんだなというのが

わかりましたし，それはとても貴重な体験をしたと思いました。そして，全体とし

てとても疲れました。 

司会者 

続いて，４番さんの事件でございます。これは，駐車場にとめてあった車の車内

で殺人を犯して，そこで得た預金通帳などを利用して銀行などからお金を引き出し

たりというようなものがメインということになります。あと，その死体も埋めてい

るということでございました。そのほかにも，これは２人でやった事件だったんで

すけれども，そのうちの１人が覚せい剤を使用していたというようなことでござい

ました。そういう意味で強盗殺人，死体遺棄とか，ちょっとなじみのない有印私文

書偽造，同行使とかというもの，あと詐欺と覚せい剤取締法違反ということでござ

いました。日程のほうとしては，１２月４日の日に選任をされて，１２月１０日か

ら審理が始まって，１８日に判決があったというような事件でございました。では，

御感想をお願いいたします。 

４番 

 私は，被害者の女の子がうちの身内の女の子と同い年だということで，最初に裁

判をするにあたって極刑を望みたいという気持ちで来たんです。でも，進むにつれ

てやっぱり死刑というのはものすごくハードルが高い，その先の罪だということが

何となくわかってきて，最後には裁判員の皆さん，裁判官の人といろいろと話し合

って，みんな納得して進めたんですけど，この裁判の裁判員になるまでの意気込み

と裁判員を経験している間にいろんなことがわかって，これ無期懲役というのが妥

当だなというのを納得したというのはすごく記憶にあります。 
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またあと，ちょうど暮れだったので，加害者の女の方なんて小さいお子さんがい

たんで，お正月なんかどうしているのかななんてこともちょっと考えたりしました。

また，裁判員になってみて思ったのは，余りにも周りに裁判員やった人が少ないん

で，もう少しいろいろな人にやってもらったほうが，もっとできないのかなと思う

ぐらい少ないです。だから，これはいい制度だと思いまして，今回も呼ばれたとき

に何をやっているんだかわかんないんじゃ困るから，一応見てみたいなという気持

ちでやりますということでお答えしたんですけど，裁判員はこれはやはり本当は全

ての方に一生に１度ぐらいやっていただきたいなというふうに思います。 

司会者 

続いて，５番さんの事件でございます。これは，人の家に入って，そこで強盗を

働いて，そのときに家の中の人に１か月の骨折という，そういうことで住居侵入，

強盗致傷という事件だったんですけれども，５番さんが担当されたのは実はおうち

に入っていないという人を共謀共同正犯ということで起訴しているという事件でご

ざいました。ですから，実際にけがを負わせたとか，家に入ったりとかしていない

人を処罰するという，そういう事件ということでした。日程としては，１月１５日

に選任されまして，その後１月１８日から審理，評議を行って，２７日に判決とい

うことになっております。お願いいたします。 

５番 

 御紹介いただいた事件なんですけれども，私が思い描いていた裁判の内容，自分

の中で考えていた小さな世界での裁判の内容というのとは全く違っていて，共謀し

た人の実行犯ではないことの証拠を一つ一つ確かめていくような作業が続いた案件

でした。私の中では，裁判というとこんなに悪いことをしたから，これだけの量刑

だとか，何もしていないだろう，だから無罪なんじゃないかとかというような印象

があったんですけれども，そうではなくてグレーじゃいけないというところが１つ

勉強になったところです。絶対に無罪の人に罪を背負わせてはいけないということ

と，あとは一つ一つ証拠を確実にしていくというところで学ばせてもらったところ
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です。自分では，司法に全く知識のない自分が何ができるだろうと思って始まった

ことなんですけれども，こんな自分にも評議していく中で１つ力になれる部分はあ

ったのかなという部分もありましたので，大変いい経験になりました。 

司会者 

６番さんです。これは，小学生女児の殺害というのがメインということになりま

す。そのほかにも商標法違反というものもありました。犯人かどうかが争われたん

ですけれども，選任されたのが２月１０日で，それからちょっと間があいて，２月

２９日から一応当初の判決は３月３１日の予定だったんですけれども，それが変更

になって，４月８日になったという事件でございました。では，お願いいたします。 

６番 

 私が担当させていただいた裁判なんですけど，ちょっと難しくて，私の中でもち

ょっとまだ終わっていないというか，控訴審，高裁のほうに多分行く，行ったのか

な，まだ行っていないんですかね。なので，ちょっとまだもやもやしているので，

今日ここに出ようかどうか迷ってしまったんですけども，記憶が薄れる前に１回こ

ういうふうにこういう場に出ようかなと思って迷ったんですけども，出席させてい

ただきました。 

初日はすごく緊張してしまって，全然覚えていないのが正直なところで，ちょっ

と初日のレンタルビデオ店のこととか全然何かよく覚えていなくて，でもだんだん

日がたつにつれていろいろなものが見えてきて，冷静になって見ることができまし

た。毎日来ている記者さんの顔とかも覚えて，控室でみんなで記者さんのニックネ

ームをつけて話していたりとか，検察官のこととかも結構みんなで呼んでお話しし

たり，記者さんも特徴的な方はすごくやっぱり話題に出て，話したりしていました。 

正直，事件については大き過ぎて語るべきところの要点がちょっとわからないん

ですけれども，そんな感じで毎日過ごしていました。やっぱり皆さんがおっしゃる

ようにすごく疲れてしまったというのはあります。 

司会者 
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 お聞きするといろいろ出てきそうですので，あとで期待したいと思います。 

続いて，７番さんが担当された事件です。これは，集合住宅の自宅に放火をした

という事件でございました。ことしの４月２２日に選任をされて，それからそんな

に日はたっていないですけど，４月２５日から審理を始めて，２８日に判決がなさ

れたという事件でございます。お願いいたします。 

７番 

 私が裁判員裁判ということで出席しまして，その雰囲気的なものを１つを挙げま

すと，年齢的に被告人は若いと思うんです。３０代だと思うんですけど，反省の色

がないというふうに私は受け取ったんです。ということは，検事さんのほうでもっ

と強くどうなんだと，反省しているのか，そういうふうな話し方でいいんじゃない

かと思います。ふてくされちゃって，私なんかそういうふうにとれちゃったんです。

ですから，もう少し厳しくやってもらえば本人も反省するんじゃないかと。 

あと１つは，裁判の流れが１０分やって５分経過，また１０分やって５分経過，

経過ということは休むということですよね。ですから，もう少し３０分か４０分ぐ

らいやって，被告人本人に本当に伝わるような，事件性と大変なことをしたという

ふうなことがわかるように流れをしていただければ，私らは時間で１０分やって５

分，１５分やって１０分という休憩でやったんですけど，これが裁判員裁判といえ

ばそうかなと思えるんですけど，もう少し時間的にやって，１日を１時間に１件，

それでまた２０分休んでまた１時間という方法の流れがあるんじゃないかというこ

とだと思います。そんなところです。 

司会者 

 ８番さんの事件ですけれども，自分の子供の食事中にその背中を叩いたら，その

衝撃で子供がテーブルの角におなかをぶつけて，それでおなかの中で出血をして死

亡したという事件でございました。叩いたことと死亡ということが因果関係といい

ますか，責任を問えるのかというのが主に問題になったということになります。 こ

の事件の特色が幾つかございまして，１つ目の選任，２月１２日に選任されました。
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当初はその後それほど間はあかずに審理が始まる予定だったんですけれども，ちょ

っと都合によりその審理が流れてしまって，実際の審理は５月に行うということに

なったということでございます。ここで８番さんは最初の２月のときに選ばれた裁

判員の方で，都合の悪い方もいらっしゃったので，その方を追加に選びますという

のを４月２０日に行っているということになります。現実の審理は５月２４日から

行われて，判決は６月３日にやったという事件でございます。どうぞお願いいたし

ます。 

８番 

 そんなわけで２月の金曜日でしたか，こちらで抽選で，これは当たらないなと思

ったら当たってびっくりしたんですけど，翌月曜日１日置いて，火曜日から裁判と

いうことだったんで，会社の人にも行ってきますと，力を込めて頑張ってこいよと

かって言われたら，延期になりましたということだったんで，何人か裁判員が結構

残ったんですけど，４月にもまた皆さんで集まってお会いする機会があって，その

後いよいよ満を持して５月から裁判ということで結構，足かけ４か月の長期裁判で

すなというような話をして，その時点で顔見知りになっていたんで，ほかの裁判の

ことはわかんないですけど，結構活発な評議ができたんではないかなというような

想像はしています。本当に貴重な経験をさせていただきましてありがとうございま

した。 

司会者 

これからちょっと具体的にいろいろなことの話を聞いていきたいと思っておりま

すので，よろしくお願いいたします。大体手続の流れに沿ってお話を聞いていきた

いと思っております。 

最初に，先ほど６番さんが初日のことは余り覚えていないというふうにおっしゃ

いましたけど，初日の本当の一番最初のところでございます。最初に法廷に入って，

被告人が人間違いじゃないかどうかというのを確認した後，起訴状が読まれて，そ

れから被告人の意見，弁護人の意見を聞いて，それから検察官，弁護人のそれぞれ
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の審理に当たっての最初のプレゼンテーション，冒頭陳述というものですけど，そ

れを行って，あと裁判所のほうからこれまでの準備でまとまったことはこういうこ

とですよということを説明するという手続があって，その後評議室に一旦戻るとい

うことを皆さんされたと思います。 

そこで，まず入ったときどんな感じを，法廷に入ったときのお気持ちとか，あと

そこで実際に法廷で行われたことがちゃんと頭に入ったかどうかということをちょ

っとお聞きしたいなと思っております。 

具体的に言うと，評議室に戻ったときに，これから自分はどんなことに着目して

審理を見ればよかったのかなとかというのが頭の中で想い描けたかどうかというと

ころもお話しいただければありがたいなと思っているところでございます。どなた

かございますでしょうか。６番さん何も覚えていないということですけれども，い

かがでしたでしょうか。 

６番 

 何も覚えていないのは入場したときです。入場して，傍聴席が満員だったじゃな

いですか。皆さん一斉に外に出たタイミングがあって，ドアがバタンバタン，バタ

ンバタンしたのまでは余りよく覚えていないです。正直，何か大変なことが起きた

のかなという。でも，その後に静かになってからはいよいよ始まったなという感じ

は覚えています。 

司会者 

 始まったなという段階なのかわかりませんけど，その後検察官と弁護人がそれぞ

れ最初のこの事件はこんなもんですとか，今回の争点はとかという話がされたと思

うんですけど，それは頭に入りましたでしょうか。 

６番 

 はい。ちょっと言葉は悪いかもしれないんですけれども，会社のプレゼンを受け

ているような感じを，非常に資料も裁判員を意識してつくってきてくださっている

のかなというのを率直に感じましたし，思っていたよりも言葉がわかりやすくて，
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検察官の方も弁護人の方も両方ともわかりました。わかっていないのもあるかもし

れないんですけども，私は自分では理解できたなという自覚はありました。 

司会者 

 ほかの方はいかがでしょうか。５番さん，お願いいたします。 

５番 

 私の事件では，被告人が直接手を出した事件ではなかったので，一番最初の冒頭

陳述，検察官の方からのお話の内容がもう既に共謀した実行犯のお話がずっと並ん

だんです。それが頭に残ってしまって，評議室に帰ったときに私は何をするんだっ

たかなというのが正直ありました。そこから裁判長さんなりがあなた方が今日考え

るのはということできちんと組み立ててくれたので，それはそうだ，そうだと一生

懸命頭の中で修正しながらというのがすごく覚えています。 

司会者 

 実際にやった２人ですかね，そっちのほうに頭が行っちゃったというのは，分量

的にもそうだったんですか。 

５番 

 そうです。あとは参考人の方の話とか，すごくたくさんいたんですけど，それで

時間的に，日数的にもあったんです。参考人さんの証人尋問とか時間がすごくあっ

て，全部が実行犯としてのお話がほぼほぼだったので，そこから自分が考えなくち

ゃいけないのはそういう事実があったから，今考えなくちゃいけない人は実際何を

していたんだろうとか，時間の経過はどうだったんだろうとかということだったの

で，常にそこを意識していないと争点がずれそうになるのを覚えています。 

司会者 

 実際に担当された検察官のほうからございますか。 

検察官 

 これは，実は私唯一今日やっていない事件です。ただ，確かに５番さんが担当さ

れた事件，今おっしゃったとおりで，実行犯がいて，一応自分たちは認めていて，
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被告人と共謀というか，打ち合わせをしたり，指示を受けたりしてやりましたとい

う話なので，当然実行犯たちも証人尋問が行われたりという形だったと思うんです。

なので，判断していただくのは実際に共謀という関係が認められるのかどうかとい

うところなんですよというのを，一応多分検察官としては冒頭陳述の段階ではそれ

を意識していただけるようにということは考えてやっているんだと思うんですけど

も，内容のバランスとか，そういったところはやっぱりこちらとしても気をつけな

がらやっていかないと，特に初日で皆さん緊張している段階だというのは以前のこ

の会でも聞いたことがありますので，そのあたりも考えながらこちらとしても準備

をすべきところなのかなと伺っていて感じた次第です。 

司会者 

 ４番さん，お願いします。 

４番 

 これをつくられるのは，検察の方がつくられるんですか。 

検察官 

 冒頭陳述の部分ですか。 

４番 

 冒頭陳述の書面。これは，みんな戻ってきてから控室ですごくわかりやすいな，

これがあって助かったってみんなが言っていました。私たちのときは，２人がカッ

プルではないし，それぞれ家庭があって複雑なんで，人間関係がよくわかんないと

ころが最初のうちはあったので，これがあったので，すごく人間関係がわかりやす

かったというのはありました。愛人関係なのかなと勝手に思い込んでいたら違って

いたとかありましたよね。よくわかんなかったところがあったんです。それがただ

の知り合いだとかいうようなこととかこれがなかったらちょっとよくわかんなかっ

たんじゃないかなというのは話していました。 

司会者 

 この事件では，被告人が２人いたこともあって，弁護人のほうからの冒頭陳述も
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２人やられていると思うんですけど，そこで何か混乱とかは特に起きませんでした

か。 

４番 

 特になかったですけど，女性のほうの方は私選の方だったんです，たしか。男性

は国選の方だったんで，だからといって特に違ったことを言うわけでもないし，最

初にこちらの方もおっしゃっていたように犯行はもう認めていると，全部認めたと

いうことで，量刑だけの問題だということで。 

司会者 

１番さん，２番さんの事件がいろいろな法律的な用語などが，いろいろ出てきた

りしていて難しかったのかなと思ったんですけれども，いかがでしたでしょうか。

業務妨害とかという言葉がまず出てきたりとか，あと故意とか目的，意図とか，何

か似たようなものが３つ出てきたりというようなことがありましたけれど，何か御

感想とか覚えていることはございますでしょうか。２番さん，お願いいたします。 

２番 

 犯罪行為が結構いろいろあって，その中で一番重たいものはどうかというと，世

間的に騒がせるために鉄道を止めちゃったというやつが大きかったかもしれないで

すけど，実際に爆発物を製造して使用した，爆発物取締罰則ですかね，これが法定

刑かなり重たいんだということで，私自身もそれまで余り思っていなかったんです

けど，明治のころにつくられたあれで，まだ生きているんだなということでそのと

きに知って少し驚いた感はあるんですけれども，あといろんな併合罪とか，あと観

念的競合とか，そういう法律的な考え方も出てきましたし，あとは威力業務妨害，

鉄道会社に従事している者に対するものと，あと警察官，威力業務妨害，警察業務

について，これが唯一そこの部分，犯罪成立についての争点となったところなんで

すけど，私も威力業務妨害というあれで，警察業務に対する正常な警察業務を妨げ

たんだというのはなかなかちょっと理解できなかったです。いろいろ出前とかなん

とか頼んだときに実際必要もないのにそういうのを頼んだりしたとか，そういうこ
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とに当たりますとか，裁判官の方たちが意外と身近な例でそこのあたりを説明して

いただきましたので，確定的な故意があったかどうかとか，非常に助かったという

ような感じはします。 

ですから，余り法律的な言葉とかなんとか知らなくても，その都度裁判官の方が

説明していただいて，最終的なものというのは，常識というのはそれがやっぱり基

準になって物事は成り立っているのかなということで理解をしました。 

司会者 

 １番さんはいかがでしたでしょうか。 

１番 

 私も実際始まって，エンジンがかかり切る前でいきなり専門用語とかが出てきて，

正直不安な部分とかありました。ただ，資料のほうで，検察官の資料のほうでも主

な争点は量刑という形でもう要点をまとめていただいていましたので，そういった

部分でああ，こういうところに集中すればいいんだなといったようなところを集中

して見られたというのは非常に助かったなというのは覚えています。 

司会者 

 ちょっと今業務妨害のところで話が出ていましたけれども，そういうものという

のは最初のところで，先ほど２番さんは裁判官の具体的な説明でわかったというか，

考えることができたというようなお話もありましたけれども，最初のところではそ

ういうのはちょっとわからなかったという状況なんでしょうか。 

２番 

 威力業務妨害というのは，警察が犯罪とかなんとかの通報を受けたときに調べる

のは当然警察の仕事じゃないかということで，だから業務妨害に該当しないのかな

と最初は思ったんですけれども，いや，そうではないんだということがいろいろと

説明を受けていく段階で解明されたということなんです。 

司会者 

 目的とか意図とかということと故意との関係とかについても何か説明とかはあっ
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たんでしょうか。 

２番 

 それについても被告人が何のためにこういうことをやったのかということから，

最終的には確定的な意図があったんだと，こういうことをすれば警察が当然動くだ

ろうというのを，それをちゃんと企図した，それは確定的な故意が見受けられると

いうようなことでだんだんとまとまっていったんですけれども。 

司会者 

 審理のポイントみたいなのは最初の段階でつかめたということでよろしいんでし

ょうか。 

１番 

 大まかに最初の時点で今後どういうふうに進めていくかというのがわかりました

ので，そういった部分でその後の審理を進める中では道筋がわかりやすかったとい

うふうに思います。 

２番 

 最初の段階で比較的休廷をとっていただいたんで，今は誰々の冒頭陳述がありま

したとか，あとは取り調べ，あと証拠の確認やりましたとか，それが一々確認する

ことができたんです。それが非常に精神的にも体力的にも余裕を持って臨ませてい

ただいたということにつながったのかなと思います。 

司会者 

 あと，一番最初に法廷に入って戻ってきたまでの間ぐらいのところで何か言って

おきたいなということはございますでしょうか。御感想とか，全然わかりませんで

したというのでもいいんですけれども。特によろしいでしょうか。 

では，次に移りたいと思います。次に戻ってきた後に，証拠調べということで，

いろいろな書面の朗読とか写真とかがあればそれを見ていただいたり，そしてその

後にまた証人とか被告人からの話を聞くというような手続があったと思います。 

まず，書面の関係のところで朗読とか写真の提示みたいなのがあったり，図面も
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出てきたりというようなところがあると思いますけれども，その中で何か気になっ

たこととかございますでしょうか。疲れたとかという印象でも全然構わないと思っ

ておりますが。８番さん，お願いします。 

８番 

 医学的な写真とか，おなかの中がこうなっていて，こういう状態でどうのこうの

とか，そういう資料があったんですけど，裁判員の方でもちろん理解されている方

もいたんですけど，私なんかそれを見ても余りよくわかんなかったというか，別に

解説みたいなものがあればもうちょっとわかりやすかったかなと。医学的なものを

見ただけでは余り具体的にはイメージできなかったというか，そんなのはありまし

た。 

司会者 

 今の８番さんのお話の中では，その後お医者さんからお話聞いたりしていました

けれども，そこのところでもちょっとそういう説明みたいなものがあったと思うん

ですけれども，そこら辺のところでもなかなか難しかったですか。わかりにくかっ

たりとか。 

８番 

 どうだったか余りよく覚えていないんですけど，事実経過というか，それについ

ては理解できました。特にお医者さんの話なんか私は証人尋問の中で一番参考にな

ったなというふうに思っていたので，どういうものであるか理解はできたつもりで

はいるんですけど，資料自体はちょっと何かよくわかんなかったというのが正直な

ところです。 

司会者 

 ほかにも何かそういう御意見とか，これ何かよくわからなかったとかございませ

んでしたでしょうか。 

６番 

 殺害現場の写真を提示していただいたんですけども，私個人としてはちょっとわ
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かりにくい。それをみんなで話して解明していくような段階を踏んだとは思うんで

すけれども，こんなに技術が進んでいるのに，何ゆえこんなにモノクロのちょっと

汚い写真なのか，当時の写真だと思うんですけれども，時間がたってしまっている

ので，当時の写真じゃないと意味がないのはわかるんですけれども，そもそも土地

勘とか道路の経路とかも地図が結構簡素な感じで，正直に言うとちょっとわかりに

くかったので，もう少し機器を使って殺害現場までの経路とか，紙っぺら１枚の地

図じゃなくて，もうちょっとグーグルとかを使ってできないのかなというのはちょ

っと思いました。山の傾斜の部分，殺害が行われたその部分の血痕とかもちょっと

本当にわかりにくくて，分量とか出血量とかも争点になったと思うんですけれども，

それも正直なところ色もわかりにくくて悩まされました。 

司会者 

 先ほどの地図のお話のところで，後で評議室に戻ってからいろいろ議論してやっ

と意味がわかったみたいな感じなんですか。 

６番 

 私は市民ではないのですが，住んでいたことがあるので，ある程度はわかるんで

すけれども，やっぱり距離感とか，道路の交通状況とかも把握しづらいというのが

ありましたし，隣県までの経路とかも遠いのか近いのかよくわからなくて，その道

路を通らないと行けないのかとかも，そういうのも十分に検証されているのかどう

かあやふやな部分がありました。 

司会者 

 １番さん，お願いいたします。 

１番 

 資料を画面で私見たんですけど，そのとき画面の背景の部分が紺色になっていて，

恐らく長時間画面を見ても目が疲れないような配慮だったのかなと思ったんですけ

ど，そういったことをされているところもあったんですが，中には言葉，文字だけ

ずらっとなっているような資料もあったりして，読むのに疲れてしまうようなとこ
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ろもありましたので，図だったり，グラフだったり，見ただけですぐわかるような

資料を作成していただけると長時間見ても余り疲れなかったりですとか，頭にもす

ぐ入ってくるのかなという印象はありました。 

司会者 

 担当された方の中に人が亡くなられたりとか，重傷を負ったりとかという事件を

担当された方もいらっしゃって，先ほど８番さんのほうでおなかの中のみたいな話

も出ていましたけれども，そういう遺体の写真であったり，けがの状況の写真であ

ったりとかというのも調べた事件もあるかと思うんですけれども，その辺について

はいかがでしたでしょうか。やめてほしいとか，それはないとやっぱり困りました

よねということなのかとか。４番さん，お願いします。 

４番 

 私のときのは，イラストに置きかえているようなやつが結構あって，だからそれ

ほどショッキングな写真は一，二枚だったので，ネットでもっとすごいのがいっぱ

い流れているわけじゃないですか，世の中に。それから比べれば意外とそんな大変

なことではなかったです。イラストに置きかえられているというのはすごく見やす

いというか，親切だなというふうには思いました。 

司会者 

 イラストで困ったということはなかったというふうにお聞きしてよろしいんです

か。その部分に関しては。 

４番 

 そこでこういう場所にこういう形で遺体があったという，そういう説明なんかの

場合は，もちろんイラストで十分だと思います。 

司会者 

 ６番さんはいろいろ出てきたかと思うんですけれども。 

６番 

 私は，事前に事件を知ってから，正直ちょっと言いづらいんですけども，ネット
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で練習してきました。でも，実際その場で薄目で見てていいよと言われたので，薄

目にして見ていたんですけども，ただやっぱり自分の職務を自覚して，部屋に戻っ

てからしっかり見て，それほど，やはり現物でもありませんので，そんなには負担

ではなかったと言えると思います。 

司会者 

 先ほどイラストみたいな話もありましたけれども，ご覧になったのはやっぱり見

ないといけないよねというものだったのかどうかという点はいかがでしたでしょう

か。 

６番 

 血痕とか血の流れとかをやはり写真で見て，見てよかったなと思います。 

検察官 

 まさに今回そこが争点に関連していたので，事前に検察官も弁護人も，それから

裁判所もどういう形で裁判員の方に見ていただくかというのは協議をした上で証拠

として出していたという経緯があったと思います。 

司会者 

 ほかの方は何か御意見，気になったところとかございますか。疲れたとかという

こともあるかと思うんですけれども。 

本当に６番さんばかりで申しわけないですけれども，６番さんのところでもいろ

いろと書面が読まれたりとかされていたこともあって，長時間の部分もあったかと

思いますし，ほかの方のところでも１時間ぐらいやっているというところもありま

したけれども，その辺についてはいかがでしたでしょうか。それほど負担はなかっ

たでしょうか。その後休憩で部屋に戻ったらどっと疲れたとか。今ぐらいの休憩と

か分量であれば何とかなるという感じでしょうか。 

８番 

 特に最初のころですね，確かに緊張していたのもあるでしょうし，集中していた

のもあると思うんで，確かに疲れたんだと思います。私は，普通に終えてうちに帰
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ったんですけど，その後，今日風呂入ったっけな，入っていないかなとかって，そ

れはまた別の問題かもしれないですけど，疲れているのかなという気はしました。

かなり集中していたような気がするんですけど。 

司会者 

 ７番さん，お願いします。 

７番 

 やっぱり初日は夜は神経が高ぶっちゃって，本当に何でこんなことが起きるんだ

ろうとか，余計なこと考えちゃうんです。だから，寝られなかったのはあります。

それで，やっぱり２日，３日目になるとその流れが大体わかってきましたから，最

終的には，そういう流れはやっぱり４日ぐらいかかるんじゃないんですかね。 

司会者 

 自分でペースをつかむのにそのぐらいかかるという感じでしょうかね。５番さん，

お願いします。 

５番 

 証拠に関してなんですけれども，私のところでは実際にその人が何か手を下した

ということではなかったので，申しわけないくらい衝撃的な映像とかそういうもの

は一切なく済んだんです。 

一番私が役に立ったと思っているのは，評議に入って，ホワイトボードの利用だ

ったんです。ホワイトボードに裁判員裁判が始まる前に調査をいろいろしていただ

いた時点での記録が，登場人物に分けて表記をしてくれていたんです。それが話し

合いをしている間，翌日来てもそれを消されずにちゃんととっておいてくれて，だ

から一度家に帰って頭リセットしても，また来ればそれでまたわかったというのが

あったので，私はホワイトボードの利用が助かりました。証拠とはちょっと違うか

もしれないんですけど，考えるという意味で…。 

司会者 

 あと，書面のほうとか写真のほうとかだけではなくて，いろいろと証人の方から
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お話聞いたりとか，被告人からお話を聞いたり，それも複数の被告人の方もいらっ

しゃれば，複数の証人の方も多分いらっしゃったと，複数どころじゃありませんと

いう方もいらっしゃったようですけれども，その辺のところで何か御感想とか御意

見とかございますでしょうか。 

お医者さんとか，何かそういう専門家的な証人の方をお聞きしているのが，３番

さん，６番さん，８番さんの事件がたしかそういうものだったようですけれども，

何かそこのところで話がわかりやすかった，わかりにくかったとかということはご

ざいましたでしょうか。先ほど８番さんは割とわかりやすかったというふうなこと

をおっしゃってくれましたけれども，ほかの方はいかがでしたでしょうか。 

３番 

 私の担当した事件の場合は，事実を争わないという事件だったんです。要は責任

能力はあるかないかという事件だったんで，お医者さんのお話というのはとても重

要なお話だったんです。それで，私は余りちょっと聞いたことないような言葉が結

構多くて，例えばパーソナリティーなんて言葉，人格のこととかなんですけど，そ

ういうのとかもそのときに初めて聞いたような感じで，いろいろああ，そういうこ

となんだというのはあったんです。それもお医者さんのお話は結構早かったのは早

かったんですけど，何とかついていけたかなぐらいな感じで，一応自分なりに理解

はできたつもりでいました。 

司会者 

 ちょっと専門用語が出てきたりというところもあるようですけれども，その辺に

ついて例えば検察官だったり，弁護人であったりというところからフォローといい

ますか，改めて質問があって，専門用語の意味を確認する，お医者さんに話しても

らうとか，そういうことはあったんでしょうか，それとも部屋に戻ってきてからみ

んなで調べましたということなのかとか。 

３番 

 お医者さんが話ししている話の中で理解したような感じですかね。大体皆さんわ
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かっていたと思うんですけど。 

司会者 

 そういうことであれば一安心というところですけれども，ほかの方はいかがでし

ょうか。別に専門家の話だけではなくて，ほかのところでもいいと思いますし，専

門家というところでいうと，６番さんもまた複数の方からお話を聞いているという

ところもありますけれども，それぞれ違う種類の方からのお話を聞いていますけれ

ども，いかがでしたでしょうか。 

６番 

 猫の毛，スタンガン，あと遺体の関係でお二方ですかね，真っ向からやっていま

したけれども，正直なところスタンガン一つとっても確固たる権威の方，猫の毛も

そうなんですけれども，まずそこから入っていって，本当にナンバーワンなのかと

か，そういうのもあってちょっと混乱した部分がありますし，いろんな証人の方が

出てきてちょっと混乱はしたんですけれども，ただ何かしら真実がちょっと含まれ

ていたので，そういうところをつまんで，つまんでという感じでいったと思います。 

司会者 

 ちょっと混乱というのがどういうところで混乱して，その後整理されたのかどう

かというのをもしお話しいただけるようであれば。今の権威かどうかというところ

でというのもありましたけど，ほかに何か混乱の原因みたいなことはありましたで

しょうか。 

６番 

 混乱の原因は，多分知識不足というか，知識が全くないので，直腸温度の下降の

あれを説明されても，正直数字にも弱いので，という感じでは，ただ感覚としてあ

あ，そういうものなのかなという感じで，多分ほかの裁判員の方はどうだったんで

しょうね。私としては説明受けるけれども，わかったという感じではない。ああと

いう感じで聞いていたという感じです。部屋に戻って，そこで少し裁判官の方から

補足説明とか受けて，ううんという感じでした。そこまで深く深く考えていくとど
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んどんこんがらがってしまうので，もしかしたらやっぱりよくないことかもしれな

いんですけども，表層的な部分で理解したのかもしれないです。ただ，補足説明は

ちゃんとありました。わからないことはどんどん質問できる状態だったので，決し

てさっと流したわけではないと思います，自分的には。 

司会者 

 主に立証責任を負われていた検察官のほうから何かございますでしょうか，質問

とか。 

検察官 

 恐らく１つの問題点についてＡという意見を言う専門家の方と，いやいや，そう

じゃない，Ｂだという専門家の方と複数出てきたりして，そこの判断をするという

のを多分裁判員の方からしたら余りなれていないところもあるし，聞く話もそもそ

もなれていない内容だしという，そういったところの混乱みたいなのもあったんで

すか，当時のことを考えると。 

６番 

 ありました。 

司会者 

 どっちが正しいかというのとは別に，話している内容は理解できたという感じな

んですか。 

６番 

 そうですね。 

司会者 

 そこでその後でどっちが本当かなというのはもちろん議論しなきゃいけないとこ

ろだろうとは思うんですけれども。 

６番 

 話していただいているときは，本当にやっぱり専門家の方だけあってうまく言葉

を選んで話してくださっていたので，どちらもうなずけたんです，正直なところ。 
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司会者 

 往々にして専門家の方のお話だと専門家との間でしか話をしていないというとこ

ろで，一般の方に話すのにはちょっと適さない言葉を使ったりとかすることもある

かと思うんですけれども，その辺のところで混乱したとかということは特に皆様方

のほうではなかったということなんでしょうか。大丈夫でしょうかね。ありがとう

ございます。 

あと，そういう意味でいうと５番さんは先ほど言った実際に強盗に入った人たち

をお二人聞いたりとか，そのほかにも関係の方の話を聞いたりということとあった

わけですけれども，何かその辺のところで御苦労とかはございませんでしたか。 

５番 

 先ほど申し上げたように，一生懸命聞けば聞くほど自分の争点がずれていってし

まうところの修正が大変ということではないですけれども，どこにポイントを置い

て聞けばいいのかというのが間違えてしまうと，この人が実際に犯行をやったこと

に集中しちゃって，だからそんなことをしたのかとか，ああ，こうやって悪いこと

したのかというところに聞き入ってしまうと，いやいや，そうじゃない，そうじゃ

ないって，あの人はこういうふうに言っているけど，本当にこの時間にそんなこと

していたのかとか，前後の関係とかというところを本当は一生懸命聞かなくちゃい

けなかったんだけれどもみたいな，そういう苦労というか，自分で配慮していない

と聞くポイントを間違えちゃうなというのは感じました。 

司会者 

 こういうふうにやってくれたらその辺のポイントは間違えなかったのにというよ

うなことは何かございますか。 

５番 

 いや，それは特にはないです。もう仕方がないというか，登場人物がたくさんい

たので，常々アドバイスはしていただきながら，私たちが間違えないように，間違

えないように修正は常にかかっているなというのは感じていたので，大丈夫でした。 
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司会者 

 ちなみに，修正をかけていたのはどなたになるんでしょうか。 

５番 

 裁判長です。 

司会者 

 これは実際に私が担当した事件なので，覚えているんですけれども，ちょっと特

殊な被告人質問だなと思ったのは，８番さんの担当された事件で，法廷で動作を実

際にやってもらったりということがあったんですけれども，あれについては何か御

意見とか感想とかみたいなのございますでしょうか。 

８番 

 非常にわかりやすくてよかったと思います。私は，法廷の中で実演をしたという

のは，あの空気自体はすごく好ましいものでした。被告人の人も割と一生懸命やっ

ていたし，ただ立ってああだこうだ言うのじゃなくて，どうだったんですか，ああ

なんですとか…。被告人の人もそんな緊張している感はなかったし，それはよかっ

たと思います。 

司会者 

 見やすい，見にくいとか，その辺のところでほかの裁判員の方の御意見とかを踏

まえて何かありましたら。 

８番 

 見づらいとかそういうのはあったのではないかなと，角度によってはやっぱりそ

ういうところもあったんではないでしょうか。席を入れかえたりとかということは

したんでしたっけ。 

司会者 

 立ち上がったりとかはしていたとは思いますけれども。 

８番 

 ああ，そういうものなんだという感じで拝見していました。眺めていましたとい
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うか。 

司会者 

 主に弁護人のほうの活動の一環としてそういう形をとったんですけれども，検察

官のほうでもその辺のところの確認作業をされていましたけれども，何か配慮して

いるところで確認しておきたいこととかございますか。 

検察官 

 いえ，大丈夫です。 

司会者 

 あと，証拠調べの関係でいいますと，特に６番さん，取り調べのときのＤＶＤと

かをずっと長い時間見たりとかということがございましたけれども，それについて

何か話しておきたいこととかはございませんか。 

６番 

 話しておきたいことというか，ちょっと私自身がずっと持っている疑問なんです

けれども，提出された私たちに見せてくださったあの内容は，弁護士の方も納得し

た上でこれで見てもらおうという話になっていたというのをちょっと聞いたと思う

んですけど，それなのに，私もその後ネットとかで，自分が担当した事件なので，

見ましたけれども，被告人のほうはああいうものを流してそういう結果になったこ

とに納得していないというか，不満があるというか，そういう話を聞くので，じゃ

なぜあれを出してきたのかなという，あれで私たちに判断というか，評議をさせる

のであれば両者納得した上ではなかったのかなという，世間一般では全部が流れて

いないんだから，やっぱりおかしいんじゃないかという話をよく聞くんです。 

実際にネットでも流れているし，ニュースでも流れているので，裁判員の中にも

その長さ，あの内容ではちょっとと言っている人もいたので，そうなんだと思いま

す。だから，ずっと何か弁護人のほうもどう思っていたんだろう，どうしてあれで

争おうと思ったんだろうということを思うんです。実際全部見たほうとしてはやは

りあれは影響力はありましたので，そういう流れにはやっぱりなる，誰が見てもな
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るんじゃないかなというふうには個人的には思いました。 

検察官 

 今の点から質問よろしいですか。 

結構長時間，私も見ていて頑張らないといけないぐらいの長時間だったんですけ

ど，ある程度時間を区切って，まとまりごとにというか，検察官と弁護人が再生を

始める前にここに注目してくださいというのはアナウンスを入れたり，これももち

ろん事前に３者合意した上でそういうやり方をとったんですけれども，見ていて集

中力というか，そのあたりは大丈夫でしたか。 

６番 

 はい。 

検察官 

 それはそんなに苦には感じてはいなかったということになるわけですか。 

６番 

 はい。 

司会者 

 丸１日やったんでしたかね。 

検察官 

 １日以上やりました。なので，休憩もかなり入れながらと，今言ったようなアナ

ウンスを少しずつ検察官も弁護人も入れたりしながらやっていたという状況です。 

司会者 

 予定ですとその区切り，区切りで休憩ということですけど，４５分とかそのぐら

いで休憩をとっていたんですか。 

検察官 

 そうです。大体四，五十分ぐらいずつ区切ってということでやっていました。 

６番 

 長さ的には，長さというか，区切りとか余り，その日は確かに疲れましたけれど
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も，やっぱり全部見たいんです。それだけで，見ないとやはり自分自身で導いてい

けない部分があるので，本当に確かに全部見たかったなというのはあります。 

司会者 

 ６番さんのほうで見たかった証拠ですというふうなお話がありましたけれども，

ほかの方のところでこういう証拠を見たかったみたいなものはございませんでした

でしょうか。証人でもいいですし。 

６番 

 車に押し込んだとき，車に少女を入れたときに人形でやっていたんです。人形じ

ゃなくて，人形でももうちょっと人体に近い，人でもいいんじゃないかと思ったぐ

らいだったので，ちょっとあれはないんじゃないかなという…。何か忠実にもっと

やってほしかったなというのはあります。 

司会者 

 ８番さん，お願いします。 

８番 

 私たちのところでも人形を使って実況見分みたいな映像を見たんですけど，その

人形がやっぱりお粗末だったというか，もうちょっとわかりやすい人形はなかった

のかというような話は出ていたような気がするんですが。 

司会者 

 ６番さんのほうの人形というのがどういう人形だったのかちょっとわからないの

で，あれなんですけれども，本当に人というとちょっと難しいかもしれないけども，

それに近いものでやっぱりやってほしかったというところですか。 

６番 

 そうですね。やっぱり人間なので，どんな動きもしますし，意思もありますので，

それを意思のない人形でやること自体矛盾しているんじゃないかなと思いました。

そういう少女役になった子が嫌な思いをするかもしれないので，それはもちろんち

ょっと難しいのはわかってはいたんですけれども。 
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司会者 

 そういういろいろな要望でもいいと思うんですけれども，何かございませんでし

たでしょうか。この人の話を聞きたかったでもいいですし，こういう証拠がなかっ

たんでしょうかというのでも構わないと思うんですけれども。３番さんもその辺の

ところは特に疑問とかございませんでしたか。 

３番 

 私の事件のときのは何か結構よくできていたと思うんです。犯人がたどった経路

の地図とかそういうのもあったし，あと防犯カメラの映像とか，再現している部分

とかもやっぱり本人がちゃんと人同士の再現のやつが映像というか，画像がありま

して，私の担当したところはみんなわかりやすかったように思います。 

司会者 

 ６番さん，お願いします。 

６番 

 何度もすみません。個人的なやっぱり思い残したことなんですけれども，やっぱ

り現場に行きたかったです。もちろん現実問題難しいんですけれども，山，傾斜，

雑木林，やっぱり行きたかったという。それは，有志で行ってもよかったんでしょ

うけれども，やっぱり１日ちょっととってでも行きたかったです。そうしたら，よ

りちょっと確信が持てる部分が何か所かあったというのはありました。 

司会者 

 みんなでバスをチャーターして行ったほうがよかったんでしょうかねということ

ですかね。 

６番 

 そうですね。まだそのほうが逆に，この傾斜は何度でとか，ここまで何メーター

でって，あの評議室の中で考えるより，話が早かったなという。この木の前に立っ

て殺害に及んだ。どの木の前でという，どこからどこに車をとめたのという，そこ

から考え始めてからの評議なので，だったら一回行ったほうが早かった，個人的に，
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個人で行けばよかったのかなという反省点です。 

司会者 

 なかなか難しいところだろうと思います。特に土地勘がないというところだとす

ると，距離感から何から，その辺の傾斜の角度があるから，こんなふうにできない

よね，できるよねとかって，そういうところだろうと思いますので，ちょっと場合

によっては評議の最中に行くかとかという話もしたほうがよかったかもしれないと

いうことでしょうかね。 

６番 

 はい。 

司会者 

あと何か証拠調べ全体で，これは言っておきたいなというところとか感想とかご

ざいますでしょうか。弁護人，検察官のほうでこれは聞いておきたいみたいなもの

がございますでしょうか。 

弁護士 

 具体的な事件は私全部わからないんですけれども，裁判員裁判の場合，そんなに

弁護人側から証人以外の証拠が出てくるということがそんなに多いわけではないと

は思うんですけれども，何か弁護人側から出された証拠で，中身はともかく，出し

方とか，あるいは内容とかについて何か御意見があればお聞かせいただきたいと思

うんですけれども。 

司会者 

 どなたでも結構です。１番さん，２番さんの事件でも一応弁護人からの証拠は出

されていることは出されているんですかね。 

１番 

 言葉で割と弁護人の方から説明された印象はあったんですけど，余り画像ですと

か，そういった部分で何かあったかなというのが余り記憶には，すみません，残っ

てはいないです。 
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弁護士 

 恐らく，単なる朗読だったということですかね。 

１番 

 どちらかというと，文章を読むような形で，理解するのに集中力を使うような内

容だったのは覚えています。 

検察官 

 多分，被害弁償とか，そういった類いのものだったような記憶がありますので，

余り写真を出したりとかというものではなかったのかもしれないですね。 

司会者 

では，次の場面のほうに移りたいと思います。 

論告，弁論といって，締めのところの手続ということになります。双方，犯人か

どうかとか，俺は関係ないとかと言っている事件であれば，まさにそこのところが

どうなっているかというのが双方で主張されるということですし，そういう事件で

なければ，具体的に言えば量刑をどういうふうにするのかというところで検察官，

弁護人が意見を述べるという場面だと思いますが，このところについて何か気にな

ったとか，わかりやすかった，わかりにくかったみたいなものはございましたでし

ょうか。 

一応評議とかで使ってくださいというか，そういうことを議論してくださいとい

うことを考えながら多分検察官，弁護人はそういう最後の場面でいろいろお話をさ

れていると思うんですけれども，それが皆様が評議を行うときに役立ったのかとか，

役立っていないのかとか，そういうところでもいいかと思いますが。７番さん，お

願いします。 

７番 

 評議をするときに，すごくわかりやすく数字を出していただいて，グラフでやっ

ていただいたんです。全国的にはこういうふうな刑になりますよと，本当に重罪で

あればもう少し刑が重いんですよというふうなグラフで示していただいたので，結
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構その刑を出すのにやりやすかったような感じはします。 

司会者 

 これは，グラフを出したのは評議の中でということですか。 

７番 

 そうです。 

司会者 

 ほかの方の裁判で，例えば，こういう刑が相当ですというところで，そういうグ

ラフなり，何かそういうものを工夫されたとかという御経験はございましたでしょ

うか。４番さん，お願いします。 

４番 

 私のときは，よく知らなかったんですけども，裁判長が結構長い時間をかけて永

山判決というのをよく説明していただいたような印象がありました。 

司会者 

 ４番さんの事件だと思いますけれども，割と最初のところから弁護人のほうはそ

ういう意味で永山事件というようなこともおっしゃって，いろいろ・・・。 

４番 

 初日から言っていました。 

司会者 

 言っていましたけれども，その辺のことについてはいかがでしたか。それを言っ

てもらったほうがよかったかどうかとか。 

４番 

 私も永山判決というのはよく知らなかったもんで，説明いただいたんで，ああ，

そういうことかって，それが一応裁判所ってそういう先例を踏襲するわけですよね，

ある程度。それのことで結構長い時間，話してくれました。 

司会者 

 今４番さんのほうは，裁判長が説明してくれたというふうにおっしゃっていたん
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ですけれども，その辺のところを今回，ちょっと資料を見ますと，かなり弁護人も

詳しく時間とって説明されていたようですし・・・。 

４番 

 控室に帰ってきてから説明していただいたんですけど。 

司会者 

 弁護士さんが言っているのだとちょっとわかりにくかったということなんでしょ

うか。 

４番 

 そうですね。当たり前のように永山判決とおっしゃっていましたから，それ何な

んだろうと。それがあって，控室に帰ったとき，皆さん何人かの方が，僕を含めて

お聞きしたら，こういう判例というんですか，それを説明していただいたんです。 

司会者 

 その事件では，検察官のほうからは特にそういうのを具体的にというのはなかっ

たということなんでしょうかね。 

検察官 

 私は出していないです。 

司会者 

 裁判員の方からすると，何かそういうものというのは検察官からも出してほしい

とか，そういう意見というのはありましたですか。 

４番 

 いや，さっきも言ったように，説明というか，わかりやすいものをいただいたん

で，すごく楽だったです。 

検察官 

 こちらの求刑の関係で，そもそも余り言及する必要性がなかったというのは事情

としてはあるんですけど。 

司会者 
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 ２番さん，お願いします。 

２番 

 論告，求刑ということで検察官の方から非常にわかりやすい資料が配られて，こ

れで説明をいただきました。弁護人の方からは，かなり分量のあるものが出されて，

何かポイントがずれていって，申しわけないですけど，ちょっと悪い言葉で言うと

時間稼ぎをしているようなイメージがあったんで，これは立場上やむを得ないのか

もしれないんですけれども。もう少し弁護人の方もわかりやすいような見出しをつ

けていただくとか，そういった工夫をしていただければよかったのかなというふう

に思いました。 

司会者 

 ５番さん，お願いします。 

５番 

 弁護士さんの弁論のときに，皆さんがおっしゃっているように，文書で資料をい

ただいているんですけれども，発表のときに７月と４月を言葉がはっきりしないの

が１つと，あとその日付の言い間違いが多かったんですよ。それはちょっと困りま

した。検察官からいただいたパワーポイント使った資料が，皆さんおっしゃるとお

り，とても便利で，自分の意見を照らし合わせながら経過を追えたので，助かりま

した。 

司会者 

 弁護士さんのほうの評判がよろしくないようなんですけれども，ほかの方もそん

な感じでしょうか。すごくいっぱい文字が入っているものを出される方もいらっし

ゃったりしておりますけれども，６番さんの事件はある程度言わなければいけない

ことも多いのかなとは思ったりもしたんですけれども，いかがでしたでしょうか。 

６番 

 最初から，弁護人の方はぶれていないので，それをもう一回統括して書いてきて

くださっているので，私は全く文句がなかったというか，わかりやすく，整理に役
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立ちました。 

ただ，これは個人的な意見で恐縮なんですけども，やはり一般市民というか，素

人ですので，弁護人の方の言い回しがちょっとリズムが相性が悪かったのかもしれ

ないんですけれども，話すテンポとかリズムとか，言い回し，言葉遣い，声質もあ

るかもしれないんですけど，ちょっと相性が悪かったのかもしれないんですけども，

ちょっと眠気を誘われる日がありました。それがもしかしたら戦法なのかもねとい

う話をしていたんですけれども，その戦法は若干ちょっと，もちろん少しジョーク

のネタだったとは思うんですけども，眠気はちょっと誘われた方もいたかもしれな

いですけれども，リズムが悪いと入ってこないんですよね。 

司会者 

 そのリズムの悪さというのは，例えば証人に質問するところとか，被告人に質問

するところとかもあったということですか。 

６番 

 そうですね。結局検察側の証人に対しての質問のときに，まどろっこしいという

か，いじめているのかなというか，そういう悪い印象を若干受けてしまう日もあり

ましたので，私個人なので，ちょっとそれは何とも言えないんですけども，そうい

うのも関係あるんだなと思いました。 

司会者 

 じゃ，５番さん，何か言いたそうですね。 

５番 

 今日ここに来て言おうか言わないか，ずっと迷っていて，でも言って帰りたいこ

とが１つあったんです。これは，自分が経験した裁判ではないんですけど，ある日，

時間ができたので，裁判を傍聴して帰ったことがあったんです。そしたら，検察官

の方が関西弁だったんです。それで，裁判やっている内容も麻薬の件だったんで，

もうやっていることも認めているし，裁かれるべき人は本当に悪いんだけれども，

でも関東のこの土地柄，私聞いていて，もういたたまれない気持ちになっちゃって，
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すごく立っている人がかわいそうで，すごく責められているというか，高圧的とい

うか，すごく怖いなと思ったんです。それが関西弁が悪いとか，そういうことを批

判するつもりはないんですけど，やっぱり検察官ってすごく威厳があるというか，

そういう印象があるので，もし自分がそこに立たされる立場だとしたら，この土地

柄で，ここの関東のこの土地で，それはないんじゃないかなって思ったのがありま

した。すみません。言いたかったのはここです。 

検察官 

 気をつけようと思います。 

司会者 

では，そのほかのところで，評議とかも含めてということになりますけど，日程

関係で，今回は選任から続けてということではなかったようですけれども，長時間

された方も，長期間という形ですね，一月以上という方もいらっしゃいましたし，

また日程が大幅に動いたという方もいらっしゃいましたけれども，日程関係，片一

方で，もうちょっと休憩が少なくてもよかったんじゃないかという話もちょっと出

ていましたけれども，休憩とか，そういう日程の組み方，お仕事とかの御都合を調

整するのにどの程度の期間をあけたらいいのかとか，そういうことも含めて何かあ

りましたらお伺いしたいと思いますが。１番さん，お願いします。 

１番 

 まず，選任される１か月くらい前にはたしか通知が来て，この日に集まってくだ

さいというような内容だったんです。ただ，私も会社にそこを報告したんですけど，

正直やっぱり自分が選ばれるとは思っていないので，会社のほうも余り動いていな

かった部分はありました。実際選任されてから５日後にはもう審理に入ってしまう

ような内容で，正直少しあたふたした部分というのはございました。なので，ここ

の選任されてから実際に審理に入るまでの期間も多少間がもう少しあいてくると，

準備する側としては助かるかなというところはございました。 

司会者 
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それぞれ日数，もうちょっと短い方もいらっしゃるでしょうし，６番さんなんか

本当にすごく長い期間とっていると思うんですけれども。ほかにそういうことでち

ょっと苦労したとか，いや，むしろ間があき過ぎて困ったとかということがあれば

教えていただきたいと思いますが。２番さん，お願いします。 

２番 

 １番さんの意見にちょっと反論するわけじゃないんですけど，私的にはできれば

早い段階で片をつけていただいたほうがいいのかなと。仮に１か月ぐらいあいてし

まうと，その間やっぱり状態も不安とか，そういうのが同じ状態が続くと思うんで，

ちょうどタイミング的には，私とすると，やっぱり翌週ぐらいの，２日ぐらい置い

て入ってという，こんな感じのかかわり方でよかったのかなというふうに思ってい

ます。 

司会者 

 ８番さん，お願いします。 

８番 

 やはり私も今のお話のとおり，すぐ始まっちゃったほうがやっぱりいいと思いま

す。私のところは，そんなわけで延期があって，数か月延びましたので，やっぱり

長いなという感じは正直あったので，もう一気呵成に，選ばれたらすぐというほう

がいいかなという気がしたのと，あとこれは何か的外れなことかもしれないんです

けど，選任の日にここに来た人って結構みんなやる気のある人たちで，みんな当選

するのを何か待ち望んでいた人も結構多かったと思うんですけど，最後の最後にな

って，何分の１かの確率で，ああってなるのはやっぱり，私はたまたま当たったと

いうか，選任されたんで，ああっと思ったんですけど，外れちゃった人はやっぱり

心残りの人も多かったんじゃないかなという気がしました。 

司会者 

 なかなか難しいところかとは思いますが，それぞれの御事情があるので，皆さん

にとってベストなものというのはなかなか難しいのかなと思いながらも，多くの場
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合は翌週回しにしていると思うんですけれども，どの程度あけたらいいのかなとい

うのはちょっと試行錯誤しながらやっているところでございます。 

あと，先ほど話が出てきました休憩とかについてはいかがでしたでしょうか。特

に問題ございませんでしたでしょうか。７番さんがもうちょっと休憩なくてもいい

のかなというお話がありましたけれども。大体ほとんどの事件で１時間弱ぐらいで

一回休憩入れましょうかみたいな感じでやっていると思うんですけれども。６番さ

ん，お願いします。 

６番 

 仮眠室とか欲しかったです。人目を気にしないでちょっと体を横にして休めるよ

うな小部屋がちょっとあるといいなと思いました。 

司会者 

 隣に所長がいますので，じかに言っていただいてありがとうございます。 

あと，ちょっと一番裁判所のほうとして気になっているのは評議の中のほうのこ

となんですけれども，皆様のほうでちゃんと意見が出せたんだろうかと，十分議論

したよねという充実感を持ってお帰りになっているのかというところはちょっと気

になるところなんですけれども，その点についてはいかがでしたでしょうか。もう

ちょっと議論したかったなとか，もっと言いたかったことがあるなという方がいら

っしゃったら，遠慮なく御発言いただければと思いますが。８番さん，お願いしま

す。 

８番 

 私は，とても話しやすかったし，自分の意見も十分に言えたし，判決についても

すごく納得しているんですけど，それとは別に，あくまでも感想なんですけど，刑

事裁判だから，仕方がないとは思うんですけど，裁判員の方もみんな熱意を持って

その事件の一つ一つについて検証を重ねていくと，話せば話すほど被告人の人が悪

く思えてきてしまうというか，いい人ぶるつもりはないんですけど，それを延々と

聞くのはちょっとつらいなというのはありました。 
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司会者 

 こういう悪いことやったんだよねというふうにみんなで確認作業をするようなと

ころがございますのでね。 

特に言うことを言えなかったとか，そういう消化不良みたいなのはなかったでし

ょうか。皆さん一応そこは納得してお帰りになったということでよろしいでしょう

か。 

あと，せっかくですので，傍聴席にいらっしゃる，裁判官もおりますし，検察官

もいらっしゃいますが，何か質問とかあれば。新聞記者がいないので，その分を質

問していただければ。２番さん，お願いします。 

２番 

 私たち裁判員として裁判にかかわったんですけれども，その結果がどうなったか

ということについてなんですが，大きい事件ですと，控訴したとかというのをわか

るんですけど，そこら辺については裁判所のほうから，確定したのか，控訴されま

したとかという通知とかというのは，していただけないんですか。 

司会者 

 今のところはしていないということにはなっているんですけれども，６番さんの

事件なんかは，すぐ新聞に出ていますけれども，１番さん，２番さん，３番さん，

４番さん，５番さんの事件まではもう全て確定しております。その皆様の判断のと

おりということで決まったということになります。 

 早く，お知らせするかどうかという，そういうことなんですかね。 

２番 

 なぜかといいますと，裁判員としての仕事は，判決宣告ですか，これをもって終

結するという形なんですけど，結構それに参加されている皆さん，熱心に，その時

間集中して，いろいろ考えて，これがベストだよねということで判決作成にかかわ

っているわけです。ですから，その結果がどうなったかということについては，や

はり何らかの形で知りたいなと思うのはこれ当然かなと思うんです。 
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２週間たってからいろいろちょっと調べてみたんですけど，結果的にちょっとど

うなったかわからなかったんで，多分確定したのかなという感じではいたんですけ

れども，そこら辺について裁判所さんのほうから何らかの形での連絡とかというの

は，もしくは逆に連絡すればお答えしますとかというのが事前に教えていただけれ

ばありがたいというふうに思います。 

司会者 

その辺は，また検討して，改善していきたいと思っております。そろそろ時間に

はなりますけれども，ほかに最後に何か言いたいとか，ございますか。 

もしよろしければ，これからまた皆様と同じように封筒を受け取って，裁判所に

来られるという方もいらっしゃると思いますので，そういう人たちに向けて何かお

言葉があるようであれば，お願いしたいと思っておりますが，１番さんからお願い

できますか。 

１番 

 まず，私，一応２０代です。今回第８回の意見交換会となっていますが，恐らく

過去７回でも，私より若い世代の人の参加というのは余り，そう多くはなかったの

ではないかなと思います。 

実際参加する前，最初すごい不安はあったんですけど，実際参加してみると，ア

フターフォロー，メンタルケアですとか，そういった部分もしっかりしていますし，

私ここに来るまで移動で１時間くらいかかるんですけど，そういった部分も配慮し

たタイムスケジュールになっていまして，非常に環境が整備されているかなという

ような印象ありました。こういったところに参加して意見を述べることで，裁判員

裁判もよりよいものになっていくと思いますし，世の中もよりよくなっていくと思

いますので，若い世代の人にはぜひ積極的に参加して意見を述べていただきたいな

というふうに考えております。 

司会者 

 ありがとうございます。２番さん，お願いできますでしょうか。 
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２番 

 裁判員裁判が終わって，感謝状とバッジですか，これをいただきまして，私のバ

ッジには宇都宮地方裁判所で１０６０番というのが刻印されています。栃木県内で

もやっぱりこれだけ多くの方が今まで参加されていたということなので，責務を果

たされてきたという歴史があるんですけども，裁判員に求められるのはやっぱり一

般の市民感覚だと思うんです。法律の知識については専門家の裁判官のほうで十分

サポートしていただけますので，心配は要らないと思います。裁判員に選任される

こと自体が，抽選とかありますから，かなり高い確率なんだと思うんです。また，

人生における貴重な経験になると思うんで，ぜひ前向きで裁判員の選任のほうをさ

れた方は取り組んでいただければと思います。以上です。 

司会者 

 ３番さん，お願いできますでしょうか。 

３番 

 裁判員をやるというのはとても大変なことで，とても責任が重いというか，やっ

ぱり人を裁くというのがどうしても頭の中にあるので，自分なんかが参加していい

のかななんて思ってしまったんですけど，私も自分なりに何とか責任は果たせたか

なと思うんで，これから，もしやる機会があるんだったらば，とてもいい経験にな

ると思うんで，ぜひ参加していただきたいと思います。 

司会者 

 ４番さん，お願いいたします。 

４番 

 何か疑問に思うことがあっても，全部裁判官の方が優しく教えていただけるので，

不安なく臨んでくださいと，これからの方も。以上です。 

司会者 

 ありがとうございます。５番さん，お願いいたします。 

５番 
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 私も最後の日に話をさせてもらったことなんですけれども，裁判員に参加して何

が変わったって，自分の倫理観が一番変わったんです。日ごろ自分がやっている仕

事，司法とは関係ないけれども，自分のやっている仕事の向き合い方が自分の中で

すごく変わったんです。それを持って後輩の指導にも当たれると思うし，すごくい

い経験になるということはみんなに伝えたいなと思っています。 

あとは，皆目わからない，裁判員って何するんだろうというわからない人がほと

んどだと思うんですけれども，これだけ裁判員のために事前の準備をしてくれて，

私たちはそんな特別大きな不安を持たなくてもできるんだということがもっと世間

に知れたら，参加してくれる方もふえるんじゃないかなって思いました。以上です。 

司会者 

 ありがとうございました。６番さん，お願いします。 

６番 

 私も４番さん，５番さんと同じで，裁判所側はすごく手厚く，私たちをもてなす

ってちょっと変ですけども，おもてなしみたいな感じで，すごくよくしてくださっ

て，裁判官の方たちも非常に気さくに，すごくわかりやすく支えてくださったので，

全く心配はないと思います。 

逆に，裁判員にすごくなりたい，やりたいという，私，実はなりたくなかったの

で，ちょっとその気持ちは理解できないんですけれども，裁判員ってアトラクショ

ンとか物見遊山ではないので，ちょっとやはり職務として真面目に取り組んでいた

だけるといいなと思います。 

司会者 

 ありがとうございます。７番さん，お願いいたします。 

７番 

 たまたまこの裁判が終わった翌日，近所の人が来まして，ここ二，三日いなかっ

たけど，どうなったんだと言ってきたもんで，いや，こういうわけで裁判員出席し

たんだと。そしたら，お国のために御苦労さまって言われまして，それから考えれ
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ば，こういうふうなことを催し，催しということじゃないんですけど，裁判員裁判

があるということに私は自信持って皆さんに勧めてやりたいというふうに思ってお

ります。 

司会者 

 ありがとうございます。８番さん，お願いします。 

８番 

 裁判員を経験した後で，その後，もともと新聞とかテレビとかを見るんですけど，

新聞記事で裁判の記事を読んだときに，裁判官とか裁判長どなたかとか，名前を見

るようになったし，あとテレビなんかで見て，ああっとかって，そういうことは，

結構裁判官の方，テレビに出ていらっしゃるなと思ったんですけど，その意味で，

裁判員の仕事は責任も重大だし，大変だと思うんですけど，やりがいもあるし，経

験になるんで，次の方々，注目していますので，頑張ってくださいと。 

司会者 

 ありがとうございます。 

参列者（所長） 

 本日非常に貴重な御意見いただきまして，ありがとうございます。 

我々がいかに大変な難しいことをお願いしていて，それについて非常に真面目に，

本当に真剣に受け取っていただいて，ものすごいエネルギーを割いていただいてい

るということを私もよく実感することができて，改めて敬服する限りだと思います。 

今日，特に今最後にお話伺っていると，それだけエネルギーを使って，ものすご

く疲れるけれども，やって，それはやはりそれに応じた意義のあることであるとい

うようなことを言っていただいた方が多かったのかなと思います。それは我々にと

っても何よりも，ある意味励みになることではあるんですけれども，皆さんのそう

いうお話を幅広く御紹介することは大いに意義があるので，さらにそういう機会を

つくっていければいいなと思いますし，少なくともこういう類いの話をいろいろな

ところでしていただくことは何ら遠慮していただく必要はありません。秘密でも何



 

 

- ４６ -

でもないですから，皆様も機会があれば，ぜひ，裁判員大変だけれど，でもそれな

りの価値はあるよというような御紹介をしていただければありがたいなと思ってい

ます。 

本日は本当にありがとうございました。 

司会者 

 本日はありがとうございました。これをもちまして意見交換会を終了したいと思

います。本当に長時間ありがとうございました。 

以 上 


